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日
本
国
籍
を
有
す
る
者
の
保
護
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
六
第
三
七
四
号
）
に
お
い
て
、
フ
ジ
モ
リ
元
ペ
ル
ー
共
和
国
大
統
領
（
以
下
、
「
フ
ジ

モ
リ
氏
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
在
チ
リ
日
本
国
大
使
館
か
ら
何
ら
か
の
接
触
を
行
っ
た
か
と
の
問
に
対
し
、
政
府
は
「
お
尋

ね
に
つ
い
て
は
、
フ
ジ
モ
リ
氏
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え

た
い
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
右
の
問
は
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
「
フ
ジ
モ
リ
氏
」
に
対
し
て
、
邦
人
保
護
の
観
点
か
ら
日

本
政
府
が
適
切
に
接
触
し
て
い
る
か
を
問
う
た
も
の
で
あ
り
、
「
フ
ジ
モ
リ
氏
」
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
話
で
は

な
い
と
思
料
す
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
、
政
府
は
「
政
府
と
し
て
は
、
個
別
具
体
的
な
必
要
に
応
じ
、
国
際
法
上
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、

海
外
に
お
け
る
邦
人
の
生
命
及
び
身
体
の
保
護
そ
の
他
の
安
全
に
関
し
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
」
と

答
弁
し
て
い
る
が
、
「
フ
ジ
モ
リ
氏
」
の
保
護
は
、
個
別
具
体
的
な
必
要
に
応
じ
、
国
際
法
上
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
の
も
の

で
あ
る
と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
か
。
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

二

在
チ
リ
日
本
国
大
使
館
は
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
「
フ
ジ
モ
リ
氏
」
を
保
護
す
べ
く
、
「
フ
ジ
モ
リ
氏
」
と
接
触
を
行
っ

た
か
。
行
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
接
触
に
つ
い
て
時
系
列
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
フ
ジ
モ
リ
氏
」
に

一



接
触
し
た
在
チ
リ
日
本
国
大
使
館
員
の
官
職
氏
名
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


